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地方独立行政法人大牟田市立病院夜間看護補助者派遣業務仕様書 

 

１ 派遣名称 

 夜間看護補助者派遣 

 

２ 派遣期間 

令和 8 年 6 月 1 日から令和 10 年 5 月 31 日 

 

３ 派遣場所 

 福岡県大牟田市宝坂町 2 丁目 19 番地 1 

 地方独立行政法人大牟田市立病院 

 

４ 業務の目的 

地方独立行政法人大牟田市立病院（以下「甲」という。）において、夜間看護体制を充実

させるにあたり、人材確保が困難となっている夜間での看護職員の補助的業務を行う労働

者（夜間看護補助者）派遣について、安定的に労働者を確保すること及び夜間急性期看護補

助体制加算の施設基準を取得し、看護サービスの向上を図ることを目的とする。 

本仕様書に明記する項目は最低の必要要件を示しており、派遣元（以下「乙」という。）

は誠意をもって業務完了とすること。 

 

５ 就業日 

原則、月曜日から金曜日までとし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 178 号）

に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までは、就業日から除くものとする。ただし、

甲と乙で協議のうえ、就業日とすることができるものとする。 

 

６ 就業時間 

午後 4 時 30 分から午後 11 時 00 分までのうち 6 時間（休憩 30 分）とする。 

上記の就業時間を超える勤務は原則実施しないが、業務上必要がある場合には、就業時間

外の業務を命ずることができるものとする。 

また、甲の夜間 100：1 急性期看護補助体制加算の施設基準に適合することを前提として

いることから、規定の業務時間に満たない場合は、乙と甲との協議のうえ、就業時間外の勤

務、就業日以外の勤務を命ずることができるものとする。 

 

７ 派遣人数及び業務時間 

予定派遣人数及び業務時間については、次のとおりとする。ただし、甲において夜間急性

期看護補助体制加算の施設基準届出後は、その施設基準に適合することを前提とし、規定の

派遣人数及び業務時間に満たない場合は、甲と乙で協議のうえ、派遣の決定及び契約内容の

変更をする。 

⑴ 配属先  
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病棟 

⑵ 配置人数 

9 名 ９名（常時９名より多い配置は不可）を配置とする。配置人数の変更がある場合

は、甲と乙で協議のうえ、決定する。 

⑶ 業務時間 

月間で合計 990 時間以上を目安に、甲と乙で協議のうえ、業務時間を決定する。 

 

８ 主な業務内容 

甲の病棟内において、看護職員指示に基づき次の業務を実施する。 

(1) 配膳・下膳、食事のセッティング、薬補助 

(2) 電話・ナースコールの取次ぎ、書類の整理・準備 

(3) 病棟の環境整備（清掃・整理整頓、備品、衛生材料等の補充等） 

(4) メッセンジャー業務（物品・検体搬送等） 

(5) 検査、手術室への患者送り迎え（看護師同伴） 

(6) 車いすによる患者移送 

(7) ベッドメイキング・シーツ交換及びその他リネン類の作成等、病衣配布等 

(8) 患者の見守り 

(9) 看護用具や医療機器の片づけ、清拭、返却、受取り 

(10) 点検、清掃（車いす、歩行器、ストレッチャー、点滴スタンド、日々の物品等） 

(11) おむつ交換時のオムツの準備・片付け、病床整備 

(12) 体位変換、オムツ交換時の補助 

(13) 嚥下障害のない患者の食事摂取の見守り 

(14) 汚物室の整理 

(15) 清掃（浴室、病室の一部等） 

(16) 洗濯 

※詳細については、別紙タイムスケジュール参照のこと 

 

９ 派遣先責任者及び指揮命令者 

(1) 派遣先責任者：看護部長 

(2) 指揮命令者：各病棟看護師長 

 

１０ 派遣労働者の業務管理 

(1) 派遣労働者の業務品質管理 

乙は、甲における派遣労働者の業務品質や勤務状況について、派遣労働者や甲へのヒア

リング等を通じ、適切に把握すること。品質に問題が生じた場合は、速やかに甲に報告

し、その対策を講ずること。 

(2) 甲の患者及び職員からの派遣労働者へのクレーム、インシデント発生時の対応 

乙は、甲にて発生した派遣労働者へのクレームやインシデントについて、積極的に把握

するよう努めること。発生したクレームやインシデントについては、その対策を講ずる
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とともに、甲への報告を行うこと。また、甲が必要と認めた場合は、講じた対策の経過

について継続的に把握し、その効果について定期的に甲に報告すること。 

(3) 緊急時（雪害などの自然災害を含む）連絡体制 

乙は、自然災害を含む緊急時において、派遣労働者が出勤できない場合を想定し、緊急

時連絡体制を策定し、業務開始（令和 8 年 6 月 1 日）前に甲に提出すること。緊急時連

絡体制は、甲と乙、甲と派遣労働者との連絡手段についても記載すること。 

 

１１ 派遣の開始 

⑴ 乙は、新規に派遣労働者を派遣する場合は、労働者派遣通知書を甲責任者に提出するこ

と。 

⑵ 乙は、各月の業務開始前に当該月の派遣労働者の氏名及び各派遣労働者の勤務予定日を

甲責任者に提出すること。 

⑶ 契約の開始月に関しては、勤務研修としてオリエンテーション及び病棟研修を１週間程

度実施すること。その後、仮勤務期間として病棟業務を 2 週間程度実施したうえ、翌月

に夜間急性期看護補助体制加算の施設基準に適合するための勤務実績期間とすること。 

 

１２ 業務完了報告書及び請求書 

⑴ 派遣労働者は、毎日業務終了後、派遣業務完了通知書（タイムシート等乙が示す様式）

に所定事項を記入し、必要に応じて甲指揮命令者に提出するものとする。 

⑵ 乙は、当該月の業務完了後、勤務実績を月次業務完了報告書として取りまとめ、甲責任

者の検査を受けたうえで、月次業務完了報告書及び前号に定める派遣業務完了通知書並

びにこれらに基づいた適正な請求書を甲責任者に提出するものとする。 

 

１３ 派遣料金の算出及び支払 

⑴ 派遣料金は、夜間看護助手１人につき１時間あたりの単価（以下「契約単価」という。）

に全員の勤務実績の合計時間（当該合計時間に３０分未満の端数がある場合は切り捨て、 

３０分以上の端数がある場合は１時間に切り上げ）を乗じた額に、当該金額に対する消

費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額（１円未満は切り捨て）とし、各月末

締めをもって１か月ごとに支払う。 

⑵ 労働基準法に定める１日８時間の法定労働時間を超える時間外及び休日の労働時間に

関する労働については、契約単価に次の各号を乗じた単価にて算出する。なお１週間の

起算日は、日曜日とする。 

ア 時間外労働時間は、２５％の割り増しとする。 

イ 休日労働時間は、３５％の割り増しとする。 

ウ 深夜労働時間は、２５％の割り増しとする。 

エ １か月の法定労働時間を超える時間外労働時間が６０時間を超えた場合は、超えた

時間外労働時間分について２５％の割り増し（休日労働時間は１５％の割り増し）とす

る。 

⑶ 就業時間の計算は、一か月の累計に端数が生じた場合は、１５分単位（１５分未満の端
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数については切り捨てる。）とする。 

１４ 法令上の責任等 

甲及び乙は、労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、法の趣

旨に沿って業務を遂行するものとする。 

 

１５ 個人情報及び機密事項の取り扱い 

乙及び派遣労働者は、本業務において知り得た個人情報及び機密事項を第三者に漏らし、又

は不当な目的に使用してはならない。本業務が終了し、又は解除された後も同様とする。 

 

１６ 派遣労働者の要件 

⑴ 乙は、「８ 主な業務内容」に定める業務を円滑かつ正確に遂行できる者を派遣すること。

また、派遣前に接遇等基本的な研修を済ませた者であること。 

⑵ 労働者を業務履行日から順次派遣出来る体制にあること。 

⑶ 65 歳未満の者であること。ただし、１年以上の同一業務における経験を有する者は除

く。 

⑷ 甲が実施する看護補助業務に関する院内研修及び病院全体で実施する院内感染対策・

医療安全対策、個人情報保護等の研修を受講する者であること。 

⑸ 派遣労働者に自動車使用及び現金、有価証券その他これに類する証券、貴重品の取扱い

をさせないものとする。 

 

１７ 派遣労働者の変更 

⑴ 派遣労働者に、次に掲げる行為があったときは、甲は派遣労働者の変更を要求するもの

とし、乙は速やかに応じなければならない。 

ア 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき。 

イ 派遣労働者の業務実績が本業務の各仕様を満たさないとき。 

ウ 派遣労働者に不品行があったとき。 

エ 甲が、派遣労働者の業務遂行が十分でないと判断したとき。 

⑵ 乙は、派遣期間中に派遣労働者を変更する場合には、変更する日の３０日前までに甲に

通知し、乙と甲との協議のうえ、更新者との業務引継期間を１日以上確保し、引継を行

ったうえで変更を行うこと。また派遣労働者のやむを得ない事由により急遽変更する

場合に置いては、直ちに甲に通知し、派遣期間に空白を生じることなく速やかに交代要

員を派遣すること。 

⑶ 乙の変更に係る業務引継に発生する経費（引継のための派遣時間等）は、乙において負

担すること。 

 

１８ 損害賠償 

派遣労働者が、本業務遂行中に故意又は過失により、甲又は第三者に対して起こした事故に

ついては、乙が損害賠償責任を負うものとする。ただし、乙が派遣労働者の選任及びその事

業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであっ
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たときは、この限りではない。 

また、乙の都合により、夜間急性期看護補助体制加算の施設基準に適合しなくなったことで

甲に不利益が生じた場合は、その賠償責任ついて、乙と甲とで協議する。 

 

１９ 派遣労働者の健康管理及び感染対策 

⑴ 乙は、派遣労働者の健康管理に留意し、乙の責任において入職前健康診断及び年１回以

上の定期健康診断（胸部Ｘ線写真を含む。）を受診させること。また、健康診断に係る

費用は、乙が負担するものとする。 

⑵ 派遣労働者は甲での業務開始前に体調チェックを行い、発熱や下痢、咳などの症状があ

る場合は、業務開始前に甲に報告すること。 

⑶ 乙は派遣労働者に対し、甲の要請に応じ、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症

等に対する感染予防策や予防接種、検査等を受けさせること。これらの予防接種や検査

等に係る費用は乙又は派遣労働者の負担とする。 

 

２０ 派遣業務実施計画書の作成 

本業務を円滑かつ適正に推進するため、乙は本業務に関し、特に業務運用面における甲との

取り決め事項等について、派遣業務実施計画書として取りまとめ、甲に確認・承認のうえ、

業務開始の 2０日前（令和 8 年 5 月 11 日）までに甲に提出すること。また提出後、記載内

容に変更が生じた場合は、速やかに修正し、甲に提出すること。 

派遣業務実施計画書の記載内容については、派遣業務実施計画書の作成前に、甲と協議のう

えで決定すること。 

 

２１ 苦情及び苦情担当責任者 

⑴ 乙は、甲と緊密な連携をもって、苦情の内容を遅延なく通知するとともに、苦情その他

当該業務の実施に当たり生ずる問題の適切かつ迅速な解決に努めるものとする。 

⑵ 当該業務における苦情処理担当者は次のとおりとする。 

ア 甲苦情処理担当者：人事課長 

イ 乙苦情処理担当者：乙が指定する者 

⑶ 当該業務の実施に当たり、派遣労働者から甲の苦情処理担当者に苦情の申し出があった

場合、当該内容を速やかに乙に連絡し、甲にて当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るこ

ととし、その結果について派遣労働者に通知することとする。なお、派遣労働者からの

苦情の申し出の受理は、書面に限ることとし、次に掲げる事項を記載すること。 

ア 苦情の内容 

イ 苦情発生年月日 

ウ 苦情の解決に係る要望 

 

２２ その他仕様に関する重要事項 

⑴ 派遣労働者は、事前に甲にて作成する勤務表に従って勤務すること。ただし、乙は、派

遣労働者が休暇等の理由により、勤務しない日が判明したときは、事前に甲に通知する
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こと。 

また、相当期間勤務しない日がある場合については、甲と協議のうえ、当該派遣労働 

者に替わる別の労働者を派遣すること。 

⑵ 他の労働者派遣事業主から派遣を受けた労働者を甲に派遣してはならない。 

⑶ 派遣労働者に与える休憩時間は、勤務時間に含まないものとし、労働者派遣の対価とし

て料金には含めないものとする。 

⑷ 業務上必要な入退室管理を行うセキュリティカード及び消耗品等は、甲が貸与又は提供

する。 

派遣労働者は、これらを含む甲の設備及び物品等の取扱いに十分注意すること。甲の設

備及び物品等について、派遣労働者の過失により破損又は紛失等があった場合は、派遣

労働者は直ちに乙から甲の責任者に報告すること。 

   なお、セキュリティカードを破損又は紛失した場合は、セキュリティ上の観点から甲人

事課に派遣労働者から直接報告すること。その場合の発行手数料については、乙又は派

遣労働者の負担とする。 

⑸ 派遣労働者は、甲から貸与されたユニフォームを着用し、業務を遂行すること。シュー

ズについては、派遣労働者が準備することとし、白色を基調とした運動靴とする。また、

カーディガンを着用する場合は、派遣労働者が準備することとし、紺色・無地とする。 

⑹ 派遣労働者は、業務中は常に見えるところに名札を着用すること。なお、名札について

は、乙が用意すること。 

⑺ 派遣労働者の交通費については、甲の規程に基づき甲が負担する。また、駐車場につい

ては、甲の第 3 駐車場を利用することができる。 

⑻ 業務準備期間においては、派遣労働者の業務開始に向け、甲との打合せ、派遣労働者へ

の事前教育など、誠意をもって準備に協力すること。ただし、業務準備期間に発生する

費用は、乙の負担とする。 

⑼ 業務開始時に実施する甲のオリエンテーションを２時間受講するものとする。 

⑽ 本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が発生した場合は、甲と乙で協議により業務を

進めるものとする。 

 

２３ 派遣事業者の資格等 

(1) 令和 08・09・10 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の資格を得ている者であるこ

と。 

(2) 福岡県内の事業所において、労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 

(3) 乙は、施設基準に精通し、夜間 100 対１急性期看護補助体制加算に必要な派遣人員数

を算出、把握したうえで派遣業務にあたることが出来る者であること。 

(4) 九州内で 300 床以上を有する急性期病院で、過去３年以内に１年以上継続して 10 名以

上の夜間看護補助者派遣の契約実績が 3 件以上あること。（派遣契約書の写しを提出） 

(5) 一般社団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度の認定を受けて

いること。 

(6) 配置する派遣労働者に関して、無期雇用派遣労働者を一定数派遣出来る者であること。 
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(7) 派遣する労働者の内、全体の 4 分の 3 以上は週 5 日勤務の社会保険加入者を選定する

こと。 

(8) 円滑な業務運用の為、必要人員の半数以上を看護補助業務経験、または介護業務経験を

1年以上有する者を配置すること。 

(9) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されてい

ない者であること。 

(10) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、契約規程第４条第４項に規定

する者に該当しないこと。  

(11) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者

でないこと。  

(12) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係・

人的関係については入札公告９を参照。） 

 


